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研究成果の概要（和文）：知的障がい者の地域で居住し、就業し、学ぶ環境での生活実態を示し、重要となる要素、有
用な試みを探るため、①特徴をもつ障害者支援施設（生活介護・施設入所支援）にて参与観察調査をし、施設職員・入
居者の生活動線・施設計画の分析を行なった。②地域で障がい者が自立した日常生活暮らすために必要なサービスを探
るため、入居施設、作業所、障がい児ディケア、統合保育、就園教育など先駆的なサービスを行っている社会福祉法人
を調査した。③学童保育施設を対象にしたアンケート調査(2013年)、④保育所にアンケート調査（2015年）を実施した
。

研究成果の概要（英文）：We researched the living conditions of environments of intellectual disabilities 
in the region to live, to work, and to study. ①The participant observation research at characteristic 
support facilities for persons with disabilities ( life nursing care and institutionalization support ). 
We did the analysis of activity lines and facilities planning of staff and residents of the 
facilities.②We investigated the social welfare corporation that is pioneer of service for people with 
disabilities. They have supported as residential facilities, workplaces, and a day care center for 
children with disabilities, inclusive education and childcare.③We did questionnaire survey of the school 
care facilities (2013) and ④ of nurseries (2015).

研究分野： 建築計画
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

2006 年に障害者自立支援法（以下自立支援
法）が施行され、障がい種別に関係なく一元
化したサービス受給の制度へ変化した。これ
により、近年は目で見て分かりにくい知的障
がい・精神障がいの社会的な権利が高まって
いる。   

 

２．研究の目的 

ノーマライゼイションの理念に則り、自分の
意思による生活、自分の選んだスタイルによ
り自分の選んだ地域で暮らすことは人間本
来の権利といえる。(1)「生活の場」(2)「働く
場」(3)「学びの場」の住環境を整える必要が
ある。地域で障がい者が自立した日常生活を
おくる実態を把握し、必要なサービスや施設
計画を明らかにすることを目的とする。 

 

３．研究の方法 

(1)生活の場 
2012 年 5 月から 12 月にかけて、知的障がい
者の居住する環境での生活実態を把握する
ため、障がい者支援施設（生活介護・施設入
所支援）にて参与観察調査を継続的に実施し、
アンケート調査を実施した。 
① アンケート調査 
1 都 6 県にある知的障がい者支援施設（施設
入所支援）を対象に、郵送によるアンケート
調査を実施した。施設リストは各自治体ホー
ムページ及び WAM-NETの事業者サービス検索
より「知的障がい者」「施設入所支援」を条
件として作成した。 
② 実例調査 
埼玉県に所在する知的障がい者支援施設 T
（生活介護・施設入所支援）、茨城県に所在
する A（共同生活介護事業・多機能事業所）
において、各 2つのユニットを選択し、参与
観察調査を実施した。 
 
（2）働く場 
2013 年 8 月から 11 月にかけて、施設長・職
員より複数回のヒアリングを行い、発行冊子
の資料提供を得て、歴史や地域での活動を調
査、建物の実測、行動観察調査、地域住民の
参加者へのヒアリング調査を行った。調査対
象は茨城県結城市の社会福祉法人の福祉サ
ービス事業所 A である。 
 
(3)学びの場 
①学童保育施設 
2013 年 9 月から 10 月にかけて、知的障がい
者の居住する環境での生活実態を示すため、
アンケート調査を行い、実例調査として障が
い者支援施設（生活介護・施設入所支援）に
て参与観察調査を継続的に実施することで、
学童保育施設における障がい児の受け入れ
の現状を建築的観点から分析した。 
A)アンケート調査 
国勢調査の関東地方の区市町村別児童数表
から無作為に抽出した 43 区市町村の学童保

育施設 1,020 件にアンケート調査を行った。 
B)実例調査 
2013年 9 月、茨城県にある「社会福祉法人」
運営の障がい児のみを受け入れている学童
保育 Dを対象にヒアリング調査と、行動観察
調査を行った。 
②就学前児童支援施設（実例調査） 
2013 年から 2014 年にかけて、茨城県結城市
の社会福祉法人が運営する「児童発達支援事
業」A を調査し、児童や保護者に対して行っ
ている療育や保護者への支援内容、空間の使
われ方から児童と保護者が地域で子育てす
るために必要なサポートを把握した。 
③保育施設（アンケート調査） 
2015 年 12 月、政令都市、中核都市の私立保
育所を対象に障がい児の受け入れと環境整
備に関するアンケート調査を行った。 
 
４．研究成果 
(1)生活の場 
①アンケート調査 
2012 年 10 月、施設概要と入所施設の居住者
の生活及び居住環境の課題を示すことを目
的にアンケート調査を行った。発送数 457、
回答数 131、有効回答数は 28.7％であった。
開設年の回答のあった 111 施設のうち 49 件
が増築・改修を実施し、特に 2011 年の改修
実施が多く、震災の影響という回答もあった。
定員数としては平均 56 名、30～60 名規模の
施設が多かった。現員数における 65 歳以上
の割合を【高齢者率】として算出したところ、
開設年が古いものほど高齢者率が高い傾向
がある（図１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在の居住環境等に課題について回答のあ
った 121 件のうち 39 件の施設より、課題を
感じているという回答が得られた。自由記述
による回答を分類した結果を図 2に示す。施
設職員の感じる現在の住環境の課題は、【物
理的な施設数不足】【金銭面での課題】【社会
環境】であり、入所施設・脱施設化共に課題
が残されている。入居者の高齢化・障がいの
重度化があり、ユニットケアの基準が示され
ていないことや近年 1人あたり居室面積が増
加している一方で定員数に変化がないこと
が挙げられた。また、個室化が義務化されて

図 1．各開設年と入居者の高齢者率（n=93） 

 



いない入所施設の設備基準についても課題
であるという回答があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②実例調査 
2012 年 5 月から 12 月にかけて、参与観察調
査を行った結果、入居者動線を比較すると、
障がい程度が重い入居者や身体的に介助を
必要とする入居者はリビング・ダイニングで
過ごす割合が高く、介助を行なう職員による
見守りが期待できる場所で長く滞在する傾
向がある。障がい程度が軽い入居者は行動範
囲が広い一方、個室で過ごす時間も長く個々
のプライバシーを大切にしていることが把
握できる。例として入居者 C4 の入居者生活
動線を図３、図 4に入居者滞在空間の図示を
図４に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらのことから、入居者の障がい程度の違
いにより、施設内の過ごし方に違いがあり、
重視している要素が異なり、優先している住
環境に違いが生じていることが明らかにな
った。職員動線からは、①今回行動観察を行
なったいずれの施設においても介助動線は、
水回り・リビングの行き来が多いことを示し
ており、それらの位置関係が介助動線の短縮
化など効率性の向上において施設の計画に
重要であること、②１ユニット内の入居の人
数が多くなると、個室にいる入居者の様子を

把握するのに水回り・リビングから延びる動
線が長くなり職員の労力が増大し介助の負
担が増えることから、ユニット内人数は動線
からも適正数があるということが分かった。
ヒアリング調査が困難なことが多い知的障
がい者に対して、行動観察調査による動線図
や滞在空間の把握は、施設内の空間の使われ
方を分析するために有効的手段である。 
 
（2）働く場 
2012 年 8 月から 11 月にかけて行った調査の
結果、規模が次第に拡大し多様化する過程を
把握できた。1986年設立当初は施設内と通所
施設（入所者が通勤）のみで就労が展開され
るが、次第に活動の場所や内容が広がる。パ
ン工房には自宅から直接工房に通うメンバ
ーもいる。また、設立当初から続く工業班は
自立支援法を機に構成が見直され、2009 年か
らは車いす利用者が自力で移動できる同じ
棟内の一室でステップ班として作業を行っ
ている。このような変化の背景には職員の退
職や利用者の高齢化、制度の変化等がある。
一方で知的障がい者の特徴に合わせた職場
づくりを目指して、パン工房・みそ蔵・バイ
オ事業所など、用途に特化した施設が設立当
初に比べて増加している。利用者は、近隣の
理解を得ながら自らの意思で働き工賃を得
て、近所に出かけ買い物をし、地域での自立
生活を確立している。日々の就労や生活を施
設内に囲わず、市内に店舗を持ち、余暇の自
由な外出を通して日常的に近隣と接点を持
つことで、地域に根差した生活ができている。
就労時の多様性として得意とするものや個
性に合わせ、仕事を分業化し、例えば、数を
数えられない利用者も数を揃えられる道具
を用意する等の工夫が見られた。 
 
（3）学びの場 
①学童保育施設 
A) アンケート調査 
2013 年 10 月、計 1,020 件の学童保育施設へ
のアンケート調査を行った。その結果、260
件の学童保育施設から回答があった。110 件
（42.3％）が公設公営、109 件（41.9％）が
公設民営、30件（11.5％）が民設民営である。
無回答は 11 件（4.2％）である。図 5 に実施
形態別障がい児受け入れの有無を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.実施形態別障がい児受け入れの有無 

 

図 3．入居者生活動線例（C4：11/22・16～21時） 

図 4．入居者滞在空間例（C4：11/22・16～21時） 
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障がい児の受け入れは実施形態により異な
る。民設民営の学童保育施設 23 件中 19 件
（82.6％）、公設民営の学童保育施設 109 件
中 69 件（63.3％）、公設公営の学童保育施設
110件中 60件（54.5％）が現在障がい児を受
け入れている。図 6 に受け入れている障がい
児の障がいの種類と人数を示す。障がいの種
類は発達障がいが最も多く、次に知的障がい、
身体障がいと続く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
障がい児を受け入れる際の制限の有無につ
いて、現在障がい児を受け入れている学童保
育施設 157件のうち、65 件（41.4％）が制限
あり、77件（49.0％）が制限なし、無回答は
15 件（9.6％）である。障がい児の受け入れ
に関する制限は“重度障がい児は受け入れな
い”“地域に住む子どものみ受け入れ”“自治
体の管理”との回答が多い。 
B) 実例調査 
2013年 9 月、茨城県にある障がい児のみ受け
入れている学童保育施設 Dに、ヒアリング調
査・参与調査・行動観察調査を行った。これ
らの調査から、障がい児の居場所となるスペ
ースが必要でありコーナーやラグがその役
割を果たすこと、子どもへの刺激となる設備
（個々の成長に合わせた個別指導ができる
外部の刺激をコントロールできる部屋、スヌ
ーズレン室などのクールダウンやトータル
リラグゼーションのための部屋）が障がい児
の発達において重要なことが分かった。自分
の居場所を持つ障がい児にとって、彼らのた
めの独立した部屋や間仕切りやラグなど、狭
く区切られた空間は、彼らの安心へとつなが
ることが明らかになった。 
②就学前児童支援施設（実例調査） 
2013 年から 2014 年にかけて、茨城県にある
就学前児童支援施設 A が行う集団指導・個別
指導などの活動による児童の成長や変化、行
動を記録することために、保育士の補助とし
て参与し、児童・保護者・保育士の行動観察
調査を行った。図 7 は就学前児童支援の一日
の流れを集団保育と個別指導に分けて示し
たものである。就学前児童支援の療育指導は、
「集団に慣れるための指導」「個々の心身状
態に合わせた指導」の両輪である。集団指導
は、利用児童数は 4人～10人程度、保育士は
2,3 人で行う。週 5 日の活動の内、4 日は保

護者が子どもに付き添い、残りの 1 日は、保
護者は参加せず児童は保育士と過ごす。個別
指導は、心理発達相談員・理学療法士による
言語療法・理学療法をマンツーマンで行って
いる。言語療法では、行動も言語につながっ
ているという考えから、作業を通してコミュ
ニケーションの発達を目標にしている。この
施設では、子どもの障がいを受容できず、将
来への不安を抱えた保護者の孤立と情報を
得にくい状況を防ぐことを重視し、「保護者
サポート」をすることで地域の統合保育への
移行を促している。また、地域のセンターと
して、支援施設 Aに通っていない児童と保護
者や地域の保育園の保育士への教育、地域の
施設への障がい児の情報発信と専門家によ
る指導の場を提供している。個別指導では注
意が散漫とならないよう、最小の空間と最小
の人数であることが重要である。また、児童
と保護者が一つの単位となってパーソナル
スペースを形成し、効果的な空間スペースを
確保している。図 8に療育指導の内容を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③保育施設（アンケート調査） 
2015 年 12 月、障がい児を受け入れ状況の把
握と、受け入れ可能としている障がいの種類、

図 6．受け入れている障がい児の障がいの種類と人数 

図 7．就学前児童支援の一日の流れ（集団保育と個別指導） 

図 8．療育指導の内容 



保育施設の設備、参考にしているものを知る
ために政令都市、中核都市の私立保育所を対
象にアンケート調査を行った。発送数 2176、
返信数 382、有効回答数は 17.6％であった。
今回のアンケートでは、障がい児の受け入れ
は回答した 382の保育所のうち 265の保育所
が障がい児を受け入れており、全体の 69.4％
である。図 9 に、受け入れ可能と返答した障
がいの種類を示す。受け入れ可能な障がいの
種類は、軽度の知的障がいが 51.0％と最も多
く、知的障がい中度は 28.3％、知的障がい重
度が 8.6％と重度障がい児は受け入れない傾
向がある。次に自閉症（47.4％）、アスペル
ガー症候群（45.5％）である。聴覚障がい
（20.4％）、視覚障がい（10.７％）と身体障
がい児は総じて少ない。障がいのある子ども
への保育で参考にしているものとしては、日
本の保育所保育指針が 48.2％に比べ、モンテ
ッソーリ（7.3％）コダーイ（3.9％）シュタ
イナー（2.6％）など海外の理念を挙げた保
育園は少数であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1に障がい児を受け入れるための工夫をま
とめたものを示す。障がい児を受け入れる工
夫としてフリーアンサーの回答では保育園
が障がい特性に合わせ、子どもが理解しやす
い配慮や工夫、刺激をコントロールし落ち着
ける場所を設けていた。 
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図 9．受け入れ可能と返答した障がいの種類（n=382） 

表 1．障がい児を受け入れるための工夫 


